
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

～船員法関係の資格手続のデジタル化に関する説明会～

令和８年３月

国土交通省 海事局 船員政策課

船員行政手続のデジタル化について



１．船員行政手続のデジタル化とは？

２．令和８年４月から何が変わる？

３．その他

1



１．船員行政手続のデジタル化とは？

２．令和８年４月から何が変わる？

３．その他

2



船員行政手続のデジタル化の全体像

船員行政デジタル化の基本的な考え方

3

１１
窓口出頭の不要化

１２ 船員以外の者に
よる手続の拡大

１３ 行政手続全体の
ＢＰＲ（※）の実施

法的効果を失わないことを前提に、船員行政手続のデジタル化を実現

※ BPR：行政手続の整理・統廃合を含む業務フローの抜本的な再構築

手続きの見直しとデジタル化

国民等からの申請・届出は全てオンライン可
データ活用により一度提出した情報の再提出を不要に
（ワンスオンリー）

船員IDを付与し、情報を一元管理
手書き欄のデジタル化により、陸上（船員以外）でも処
理が可能に
情報網羅型から身分証明に特化

船員手帳への記載等から電子証明書へ移行
電子証明書はオンライン受領可能

システム整備

申請・届出

船員手帳

資格証明

行政手続デジタル化3原則に従った船員システムを整備す
るとともに、他システムとの連携も視野に、更なる負担軽
減・業務効率化を推進

オンラインで申請・届出された情報を閲覧できるマイページ
機能を構築(R9.4～稼働)

他
シ
ス
テ
ム
と
の
情
報
連
携



令和8年4月～ 資格証明に係る手続の見直し ～航海当直部員等～

現 行 ： 船員法に基づく各種資格証明

形状や様式、交付方法が様々

見直し後 ： 電子証明書の発行

船員手帳の記載事項からは削除

デジタル化後は電子証明書として発行・交付

QR参照により証明書の有効性を確認可

e-Govにより申請及び電子証明書の受領が可

※ 窓口申請の方には、職員が代理入力後、印刷した証明書を交付

受領後の電子証明書は船員マイページで閲覧可（R9.4～）

現行の船員法に基づく各種資格証明

航海当直部員の証印

危険物等取扱責任者の証印

特定海域運航責任者の証印

衛生管理者適任証書

船舶料理士資格証明書 など

アナログな手続き

船員手帳に押印して手書き

公印を押印した紙に手書き

印刷物に公印を押印

QR参照により有効
性を証明
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令和9年4月～

手続きのオンライン化に向けた対応

記載事項は身分証明に係る機能に特化
現行の船員手帳が有している上陸・乗下船に係
るパスポート同等機能を維持（官庁記事ページを
維持／手帳の形態を存続）
ID/ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ/ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを設定して船員マイペー
ジと紐づけ
船員手帳には船員マイページへのリンク先QRを
掲載し、デジタル化後の情報アクセス利便性を確
保

デジタル化後に国が管理する資格証明等に係る
情報は、船員マイページから閲覧可能（多要素認
証による本人確認など高いセキュリティーレベル
を確保）
現行の船員手帳記載事項のうちPSCで求められ
る資格証明や雇入契約等に係る情報を網羅

身分証明

官庁記事

船員法に基づく資格証明

雇入契約（乗船履歴）証明

労務管理記録【任意記載】

社会保険加入記録

健康証明

資格保有記録【任意記載】

現状

情報網羅型
記載事項に係る証印や官庁
受理印等を受けるため地方
運輸局等への出頭が必要

現行船員手帳

船員手帳の見直し
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デジタル化後

新デザインを令和7年７月29日の国土交通大臣会見において発表
新しい船員手帳の色は、「海の色」に和の要素を考慮した藍色です。
現行のデザインの変更は、1947年以来初めてで、新たな船員手帳の発行は、2027年4月から開始予定。

船員マイページ

※ 上記を踏まえ身分証明欄などのデザインを作成中



船員行政手続のデジタル化移行及び省令改正スケジュール案

• おおむね10年後に
は現行「船員手帳」
は新「船員手帳」に
置き換わり

• 当該船舶所有者に
おいて勤務する船
員すべてにIDが付
与された後は、雇入
契約成立等の届出
もオンライン完結

• 新「船員手帳」の発行開始
（現行「船員手帳」は新たには発行せず）

• 船員マイページ/船舶所有者マイページ機
能の提供開始

• 新「船員手帳」・船員マイページに紐づくこ
ととなるIDの付与・パスワード等の登録開
始（各種申請等のため窓口来庁時に実施）

• 航海当直部員の認証等に係る証印の電子
証明書への移行(※)

※窓口申請の場合
→証印

※オンライン申請の場合
→電子証明書

各種
申請方法

船員手帳
の種類

【R８改正（案）】

• 航行に関する報告のオンライン化

• 雇入契約の成立等に係る届出のオンライ

ン化

• 船員手帳の交付等申請のオンライン化

• 船員手帳、健康証明書等の様式改正

等

【R７改正】

• 雇入契約成立時における船員の勤務に関

する事項を記載した書面の交付方法及び

様式を新設

• 船員手帳への証印に代わる適任証書の交

付及びその申請のオンライン化

• 衛生管理者、救命艇手、船舶料理士の資格

に係る申請のオンライン化

等

省令改正
事項

各種資格証明の申請手続： オンライン

各種申請手続： 地方運輸局等への出頭各種申請手続： 地方運輸局等への出頭
オンライン完結

（原則すべての手続き）

現行「船員手帳」（IDなし）現行「船員手帳」（IDなし）

現行「船員手帳」（ID付与）

新「船員手帳」（ID付与）
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船員行政手続
デジタル化スタート
船員行政手続

デジタル化スタート
本格スタート①

（新「船員手帳」の発行開始等）

本格スタート②
（雇入届出の
デジタル化）

完全移行

R８.４ R９.４ 船舶所有者ごと 遅くともR19.4頃までに

法律改正事項
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各種資格に係る申請手続き～航海当直部員認定～

航海当直部員認定（現行）

申 請 審査・作成 証印・交付

航海当直部員認定（R8.4～）

船員手帳に証印

申請書・添付
書類作成

・本人がPCからオンライン申請
・申請書の作成不要

窓口待機不要

本人がPCから
電子証明書を受取

8自宅で受取

窓口で受取窓口待機

申請書・添付
書類作成

※電子証明書を印刷した紙媒体を交付（手交）

※添付書類は、スキャン等により添付

窓口出頭不要

窓口出頭

○ 船員手帳への証印を希望する船員（現行と同様の手続き） ※ マイページでの閲覧対応不可（令和９年度～）

○ 電子証明書（切替含む）を希望する船員 ※ マイページでの閲覧対応可能（令和９年度～）

窓口で受取窓口待機窓口出頭

窓口出頭 窓口待機 窓口で受取



各種資格に係る申請手続き～衛生管理者～

衛生管理者（現行）

申 請 審査・作成 交付

衛生管理者（R8.4～）
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申請書・添付
書類作成

窓口or自宅待機 窓口で受取

・本人がPCからオンライン申請
・申請書の作成不要

窓口待機不要

本人がPCから
電子証明書を受取

自宅で受取

申請書・添付
書類作成

※電子証明書を印刷した紙媒体を交付（手交）

※添付書類は、スキャン等により添付

・窓口出頭不要
・電子納付可能

窓口出頭 窓口で受取

※ マイページでの閲覧対応可能（令和９年度～）

窓口出頭

窓口or自宅待機



各種資格に係る申請手続き～調理教育修了～

調理教育修了（現行）

申 請 審査・作成 交付

調理教育修了（R8.4～）

申請書・添付
書類作成

・本人がPCからオンライン申請
・申請書の作成不要

窓口待機不要

本人がPCから
電子証明書を受取
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自宅で受取

窓口で受取窓口待機

申請書・添付
書類作成

※電子証明書を印刷した紙媒体を交付（手交）

※添付書類は、スキャン等により添付

窓口出頭不要

窓口出頭

窓口出頭 窓口待機 窓口で受取

船員への教育

教育を修了した船員
に修了証を交付

船舶所有者

船員本人

船員本人

※ マイページでの閲覧対応可能（令和９年度～）



オンライン申請が可能となる手続一覧（令和８年４月～）
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航海当直部員適任証書の交付・再交付申請

危険物等取扱責任者適任証書の交付・再交付・更新申請

特定海域運航責任者適任証書の交付・再交付・更新申請

衛生管理者試験の受験申請

衛生管理者適任証書の交付・再交付申請

衛生担当者適任証書の交付・再交付申請

救命艇手試験の受験申請

救命艇手適任証書の交付・再交付申請

船舶料理士資格証明書の交付・再交付申請

調理教育修了等証明書の交付・再交付申請 （ 船舶所有者 ⇒ 船員 ）

消火作業指揮者適任証書の交付・再交付申請



デジタル関係の制度改正（船員法等の改正）
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救命艇手規則

救命艇手適任証書のオンライン化

救命艇手試験の受験申請及び救命艇手適任証書の交付・再交
付手続に必要となる添付書類の改正

受験申請書、交付申請書及び適任証書の様式の改正並びに再
交付申請書の様式の新設

船内における食料の支給を行う者に関する省令

船舶料理士資格証明書のオンライン化

船舶料理士資格証明書の交付・再交付手続に必要となる添付
書類の改正

交付・再交付申請書及び資格証明書の様式の改正

船員法施行規則

航海当直部員、危険物等取扱責任者、特定海域運航責任
者の各種適任証書のオンライン化

各種適任証書の交付・再交付・更新手続及び、これらの手続に必
要となる添付書類の新設

交付・再交付・更新申請書及び各種適任証書の様式の改正又は
新設

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令

衛生管理者適任証書のオンライン化

衛生管理者適任証書の交付・再交付手続に必要となる添付書
類の改正

交付申請書及び適任証書の様式の改正並びに再交付申請書
の様式の新設

そのほか、「衛生担当者適任証書」、「調理教育修了等証明書」、「消火作業指揮者適任証書」、「旅客船教育訓練修了書」等
のオンライン化は、別途通達で措置

船員法

船員手帳への記載・押印を必要とする手続規定の見直し
航海当直部員、危険物等取扱責任者、特定海域運航責任者に係る各種資格証明について、国土交通大臣による船員手帳
への証印を、適任証書の交付によって代替可能とする

令和８年（202６年）４月１日より開始！



認定（交付）申請書、資格証明書の様式改正～航海当直部員認定～

資格の認定申請書（イメージ） 航海当直部員適任証書（イメージ）

認定（交付）申請書は窓口申請時にのみ必要（オンライン申請

の場合は、e-Govの申請画面から直接申請情報を入力し、必

要な添付書類を添付）

証印又は適任証書のいずれかを選択（オンライン申請の場合

は適任証書のみ）

すべての資格証明書の認定（交付）申請に当たっては、現行の

添付書類に加え、申請者本人の「写真」及び「署名」が必要

オンライン申請の場合は、電子証明書として発行・交付（窓口

申請の場合は、印刷した証明書を手交）

手交した証明書の毀損・滅失した場合は、顔写真付き身分証

明書を持参の上、窓口において再印刷を行う（手数料不要）

旧資格証明書（紙媒体）から電子証明書に切り替える際の、

旧資格証明書の返納は不要

本人の署名

本人の顔写真

本人の署名記載欄

※オンライン申請の場合は、
紙に記載した署名を撮影又
はスキャンした画像を添付

QR参照により
有効性を証明
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「船員行政手続のデジタル化について（仮称）」の特設ウェブページ

No 分類 件名 質問内容 回答

1 総則 手続一覧 令和８年度からオンライン化となる手続きは何か。

・航海当直部員適任証書交付・再交付申請
・危険物等取扱責任者適任証書交付・再交付・更新申請
・特定海域運航責任者適任証書交付・再交付・更新申請
・衛生管理者適任証書交付・再交付申請

・衛生管理者試験申請
・衛生担当者適任証書交付・再交付申請
・救命艇手適任証書交付・再交付申請（限定含む）
・救命艇手試験申請（限定含む）

・船舶料理士資格証明書交付・再交付申請（限定含む）
・調理教育修了等証明書交付・再交付申請
・消火作業指揮者適任証書交付・再交付申請
・旅客船教育訓練修了証交付・再交付申請（特定高速船含む）

オンライン申請を行うためには、PCにe-Govアプリをインストールする必要があります。
なお、船員法関係の申請手続きにおいて、電子証明書は必要ありません。
●e-Govアプリのダウンロード方法

https://shinsei.e-
gov.go.jp/contents/preparation/beginner/install.html

3 総則 PC以外でのインストール
PC以外にもスマートフォンやタブレットでe-Govをインストールすること
は可能か。

スマートフォンやタブレット端末では、e-Govをインストールすることはできません。

4 総則 PCがない場合
自宅や職場にPCがない場合やe-Govに対応したPCがない場合、手続
きの申請はどのように行うのか。

現行と同様に必要書類を準備のうえ、最寄りの運輸局・運輸支局・海事事務所へ出頭して申請
いただくことになります。

5 総則 e-Gov登録の目的 e-Govをインストールする目的はなにか。
e-Govをインストールすることにより、各資格証明書のオンライン申請を行うほか、手数料の
電子納付や電子交付された資格証明書のダウンロードを行うことが可能となります。

6 申請 申請者の対象 オンライン申請を行うことができる対象者は誰か。

申請できるのは申請者本人です。
ただし、申請者本人に代わって、海事代理士による代理申請は可能です。

※窓口職員は、申請を受付した後の処理方法としてe-Govに入力するものであって、法令等
でいう代理申請には該当しません。

7 申請 申請者の対象
複数の船員分の申請を本人に代わって会社単位でまとめて申請すること

は可能か。

申請できるのは、本人又は海事代理士となります。
また、海事代理士による代理申請であっても、複数の船員分をまとめて申請することはでき
ません。

2 オンライン申請を行うために、事前に準備すべきものは何か。事前準備総則

関連法令・通達の公布をはじめ、
・船員行政手続のデジタル化関係Q＆A
・e-Govの申請者（船員）向け操作マニュアル

等のツールを令和８年３月中に海事局HPに開設予定

以下のコンテンツを掲載予定

制度改正の概要
デジタル化関係

Ｑ＆Ａ

お役立ちツール 関係様式

お問い合わせ
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船員行政手続のデジタル化に関するQ＆Aの例（１）

Ａ．オンライン申請を行うためには、PCにe-Govアプリをインストール
する必要があります。

Ａ．窓口申請の場合は、電子証明書を印刷した紙媒体を手交します。

○e-Govアプリのダウンロード方法
URL: https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner/install.html

16



船員行政手続のデジタル化に関するQ＆Aの例（２）

Ａ．可能です。ただし、有効期間が定められている証印については、有
効期間が満了した際、原則として更新は行わないため、有効期間満了
後は適任証書のみが有効となります。

Ａ．窓口において届出を行う場合は、電子証明書を印刷した紙媒体をご
準備のうえ、届出の際に提示いただくことになります。
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※雇入届出のデジタル化は令和９年４月以降


